
都へ監査請求をし、都へ監査請求をし、都へ監査請求をし、都へ監査請求をし、

要件を欠くとして監査不実施となりました。要件を欠くとして監査不実施となりました。要件を欠くとして監査不実施となりました。要件を欠くとして監査不実施となりました。

2012年6月18日、東京都の行なっている広域処理の以下の違法性を訴え、都知事に必要な措
置を求め住民監査請求の手続きを行いました。2012年7月12日付で、住民監査請求として要件
を欠くという理由により、監査不実施の通知を受けました。斜体字が都の主張です。

１．都が処理の事務を行なうのは地方自治法に反し、違法！１．都が処理の事務を行なうのは地方自治法に反し、違法！１．都が処理の事務を行なうのは地方自治法に反し、違法！１．都が処理の事務を行なうのは地方自治法に反し、違法！

宮城県・岩手県から民間である東京都環境整備公社(以下公社)が処理を受託しましたが、実際
には東京都が事務処理の一部(説明会実施、業者公募・選定、職員の派遣など)を行なっていま
す。都が行なうためには、地方自治法252条の14により議決が必要です。東京都が行なった被
災地からの災害廃棄物受け入れに関わる一切の事務に係る費用は無効であり、東京都知事は

それを返還すべきです。

⇒「請求人が事実を証する書面として提出した資料によれば、宮城県女川町で発生した災害廃

棄物の処理を受託したのは、都ではなく公社であるところ、請求人は、実態はとが受託している

とする個人的見解を述べるにすぎず、本件支出１の違法性・不当性を具体的かつ客観的に示し

ているとは認められない」

２．２．２．２． 廃掃法に反し再々委託を伴う契約・処理は、違法！廃掃法に反し再々委託を伴う契約・処理は、違法！廃掃法に反し再々委託を伴う契約・処理は、違法！廃掃法に反し再々委託を伴う契約・処理は、違法！

再委託は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の14で禁止されていましたが、平成23年
７月5日「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」により認められま
した。しかし、受託した公社は、廃棄物を処理能力の不十分な複数の事業者に再委託し、東電

子会社東京臨海リサイクルパワーに再々委託して溶融処理しています。廃掃法上違法な再々委

託を前提とした公社と民間業者の契約は無効であり、違法な手続きに基づく処理は無効であり、

根拠なき公社の支出とそれを可能にした東京都の貸付金は返還すべきです。

⇒「請求人は、当該焼却処理の委託について問題としているにすぎず、本件支出2自体の違法
性・不当性を具体的かつ客観的に示しているとは認められない。なお、本件請求にかかる予備

的調査によれば、当該貸付金は、要件審査日（平成24年7月12日）現在、既に返還されてい
る。」

３．３．３．３． 議決なき民間から公共団体への処理委託は、違法！議決なき民間から公共団体への処理委託は、違法！議決なき民間から公共団体への処理委託は、違法！議決なき民間から公共団体への処理委託は、違法！

東京二十三区清掃一部事務組合（以下一組）に対し、民間事業者である公社から処理委託が行

われています。しかし、地方公共団体である一組が被災地の災害廃棄物処理を受託するために

は、地方自治法第252条の14により、宮城県、一組双方の議決が必要です。議決を欠いた処理
委託契約は無効であり、違法な手続きに基づく処理は無効であり、根拠なき公社の支出とそれ

を可能にした東京都の貸付金は返還すべきです。

⇒「清掃組合が公社の業務を受託する事は、との財政会計上の行為に該当しない」

３１１シンポジウム後、行政の手続きに則った形で広域処理の差し止めを求められないか、調査

をしてまいりました。私たちが調査する中で見たものは、他の入札に比して異常に高値の処理

費用や、決まるスピードの異常な速さ、コスト意識のなさ、出てくるはずのない都の関与、逃げと

して多用されているかのような”処理”という言葉など不自然なものでした。

国の一声、都知事の一声で深い検討をしないままに行われた、中央集権的な今回の広域処理。

議会での議決…民主的な話し合いを逃れたために、大事なことがたくさん抜け落ちているのでは
ないでしょうか？

・長期的な視点-マスタープラン、資金配分
・被災地の声に耳を傾け、支援地の状況に応じた検討・実施

・専門家を交え市民の立場から安全な処理を考えること

・輸送や処理の委託先の適切な選定(安全・コスト) 

おそらく議決の場を持ち、話し合えれば、もっと大事な視点が出てくることでしょう。

廃棄物処理は被災地の復興の礎です。

仮に民主的な合意形成なしに行ない、経済主導で広域処理が行なわれ続け、結果として地元主

導で行われる産業復興、雇用創出、まちづくりといった被災地の生活復興にお金がかけられな

いのならば不本意です。処理費用は、全額国負担と言われていますが、5％は被災自治体が起
債（＝自治体が行う借金）です。平成23年、24年度は国が100％補助しますが、25年度以降は
不透明です。輸送費が高くなればなるほど、被災地の財政が悪化する可能性があるのです。
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”災害廃物処理スキーム“上に見る違法性

東京都環境局ホームページよりhttp://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/disaster-waste/index.html

都の示す災害廃物処理スキーム



”災害廃物処理スキーム“上に見る違法性

１．都の関与は、地方自治法違反！

実際に、東京都が行っている

ような事務は、地方自治法254
条の14により、東京都にて議東京都にて議東京都にて議東京都にて議

決が必要。協定だけでは不十決が必要。協定だけでは不十決が必要。協定だけでは不十決が必要。協定だけでは不十

分です。分です。分です。分です。受託した公社が行う

べき事務処理を都が行うこと

は違法です

実際の動き実際の動き実際の動き実際の動き

スキーム上の処理の流れスキーム上の処理の流れスキーム上の処理の流れスキーム上の処理の流れ

住民説明会実施

事業者募集・選定事務
事前調整、

職員派遣

OUT!



”災害廃物処理スキーム“上に見る違法性

１．都の関与は、地方自治法違反！

⇒「請求人が事実を証する書面として提出した資料によれば、宮城県女川町で

発生した災害廃棄物の処理を受託したのは、都ではなく公社であるところ、請求

人は、実態実態実態実態は都が受託は都が受託は都が受託は都が受託しているとする個人的見解を述べるにしているとする個人的見解を述べるにしているとする個人的見解を述べるにしているとする個人的見解を述べるに

すぎずすぎずすぎずすぎず、本件支出１の違法性・不当性を具体的かつ客観的に示しているとは

認められない」

本当にこれがただの個人的見解かどうか、白黒つける場が、監査請求では？

裁判所は違法性はするが、実態の当不当は、自治体で処理すべき問題



”災害廃物処理スキーム“上に見る違法性

廃掃法： 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

政令： 平成23年７月5日「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」

２．再々委託は、廃掃法違反！

東京臨海ﾘｻｲｸﾙﾊﾟﾜｰ東京臨海ﾘｻｲｸﾙﾊﾟﾜｰ東京臨海ﾘｻｲｸﾙﾊﾟﾜｰ東京臨海ﾘｻｲｸﾙﾊﾟﾜｰ

１．委託

２．再委託

３．再々委託

OUT!

廃掃法7条の14で禁止されていた再委託は、昨年7月政令により合法化。
しかし、受託した公社は、廃棄物を処理能力の不十分な複数の事業者に再委託し、

東電子会社東京臨海リサイクルパワー東電子会社東京臨海リサイクルパワー東電子会社東京臨海リサイクルパワー東電子会社東京臨海リサイクルパワーにににに再々再々再々再々委託して処理しており違法委託して処理しており違法委託して処理しており違法委託して処理しており違法



”災害廃物処理スキーム“上に見る違法性

２．再々委託は、廃掃法違反！

⇒「請求人は、当該焼却処理の委託について問題としているにすぎず、本件支

出2自体の違法性・不当性を具体的かつ客観的に示しているとは認められない。

なお、本件請求にかかる予備的調査によれば、当該貸付金は、要件審査日（平

成24年7月12日）現在、既に返還されている。」

すでに返還したんだから、いいだろうというのは、、、



”災害廃物処理スキーム“上に見る違法性

東京都環境局ホームページよりhttp://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/disaster-waste/index.html

３．議決なき公社から一組への委託は違法！

民間

民間から地方公共団体への処理

委託となっている。

実現には、地方自治法254条の
14により、一組および宮城県にて一組および宮城県にて一組および宮城県にて一組および宮城県にて

議決が必要議決が必要議決が必要議決が必要

地方公共団体

OUT!



”災害廃物処理スキーム“上に見る違法性

３．議決なき公社から一組への委託は違法！

⇒「清掃組合が公社の業務を受託する事は、都の財政会計上の行為に該当し

ない」

清掃組合のやっていることは、都は感知せずとのことです


